
就学援助制度（新入学用品費等入学前支給）のお知らせ

能美市教育委員会

能美市では令和８年４月に能美市内の小学校・中学校に入学されるお子様の保護者の方

で、経済的な理由でお困りの方（認定基準に該当する方）に入学準備に必要な学用品費（ラ

ンドセル・学生服・自転車等）の一部を援助します。

援助をご希望される方は、このお知らせをお読みのうえ申請してください。

１．援助を受けることができる方

上記の要件に該当以外であっても経済的にお困りの方

●所得基準（参考）●

※これらの金額は目安です。世帯員の年齢や構成等によって異なります。

対 象 者 提 出 書 類 書類発行元

市民税が非課税の方

令和７年１月１日以降に転入

された方は同居世帯全員分の

令和７年度所得課税証明書

・R7.1.1 以前に能美市に住所が

ある方は添付は不要です

前住所地の市役所

個人事業税、市民税、固定資産

税、国民健康保険税のいずれか

が減免された方

減免通知書の写し
県税事務所・市税務債権課・

市保険年金課

国民年金保険料を全額または４

分の３免除された方

国民年金保険料免除承認通知

書の写し
日本年金機構（年金事務所）

児童扶養手当の受給者 児童扶養手当証書の写し 市子育て支援課

対 象 者 提出書類 書類発行元

所得等による教育委員会の算定

（前年中の世帯全員の所得額が

教育委員会の定める基準額を下

回る方）

令和７年１月１日以降に転入

された方は同居世帯全員分の

令和７年度所得課税証明書

・R7.1.1 以前に能美市に住所が

ある方は添付は不要です

前住所地の市役所

家族構成(例)
３人

（父・母・子１人）

４人

（父・母・子２人）

５人

(父・母・祖父（祖母）・子２)

世帯の総所得額(目安) ２５０万程度 ３２０万程度 ３７０万程度

世帯の総収入額(目安) ３７０万程度 ４７０万程度 ５３０万程度



２．申請書類

（１）就学援助費受給申請書【新入学用品費等入学前支給】

（２）対象がわかる書類

（３）振込希望口座がわかる通帳等のコピー

※（１）の申請書は各小学校または能美市教育委員会教育総務課にて令和８年１月５日

からお渡しすることができますので、ご希望される方はお越しください。

（能美市ホームページでは令和８年１月５日よりダウンロードできます。）

３．申請期間

令和８年１月５日（月）～令和８年１月３０日（金）

４．提出先

能美市教育委員会教育総務課 または

新小学校１年生は就学予定の小学校、新中学校１年生は現在通われている小学校

５．支給額

新小学校１年生 57,060 円 新中学校１年生 63,000 円

６．審査結果・支給日

令和８年２月下旬に支給の可否の結果をご自宅へ郵送し、３月下旬に保護者の口座へ

振込します。

―お問い合わせ―

能美市大成町ヌ１１８番地（根上総合文化会館内）

能美市教育委員会 教育総務課

電話 ０７６１－５８－２２７０

ＦＡＸ ０７６１－５５－８５３０

★注意事項★

・今回、新入学用品費等入学前支給を申請し、認定された方が入学後に学用品費等の

他の就学援助費を希望される場合は、入学後に改めて申請をする必要があります。

・入学前支給を受給した方は「令和８年度就学援助制度」の新入学用品費は対象とな

りません。

・受給後に能美市立以外の小中学校に入学した場合は、受給した金額を返還していた

だきます。

・申請書を提出しなかった場合でも「令和８年度の就学援助制度」に申請し、４月認

定となった場合は入学後の８月に新入学用品費を受給することができます。

・所得等による教育委員会の算定を希望される方は、入学前支給の審査は令和６年中

の所得が対象となり、令和８年４月に就学援助費の申請をされる場合は令和７年中

の所得が対象となります。所得審査の対象年が異なるため、入学前支給は受給でき

ても、学用品費等の他の援助費は受給できない場合があります。


